
《明細書発行体制等加算》

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行
の際に個別の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行してお
ります。

なお、明細書には、使用した薬剤や検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いた
だき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の代理の方への発行も含めて、明細書発行を希望され
ない方は、会計窓口にその旨お申し出ください。

《医療情報取得加算》

当院は、マイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しており、患者さんの診療情報
を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり算定いたします。

○初診時 １点

○再診時（３月に 1 回に限り算定） １点

※マイナ保険証の利用の有無に関わらず

取得情報には、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報が含まれ、その情報を活
用して診療を行います。

マイナ保険証によるオンライン資格確認をご利用いただけますよう、ご理解・ご協力をお願いい
たします。

《医療DX推進体制整備加算》

当院は、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。

○オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を診察室で閲覧又は活用して、診療す
る体制を実施しています。

○マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいま
す。

○電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋の発行などの導入を検討しています。

《情報通信機器を用いた診療》



当院では情報通信機器を用いた診療を行うことができますが、初診において向精神薬の処方はお
こなえません。

《外来感染対策向上加算》

当院では、新型コロナウイルス等の新興感染症対策のため以下のような取組みをおこなっていま
す。

〇外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患（
インフルエンザや新型コロナウィルス感染症など）の外来診療に対応します。

○専任の院内感染管理者（院長）を配置しています。

○少なくとも年2回程度、札幌市医師会が定期的に主催する感染対策に関するカンファレンスに参
加しています。また、札幌市医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回参加し
ています。

○新興感染症の発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有
し、そのことを自治体のホームページで公開しています。

○新興感染症感染症の発生時等に、発熱患者の診療を行うことを念頭に、発熱患者の導線を分け
た診療スペースを確保し対応しています。

このような取組みから、外来感染対策向上加算（患者様1人につき月1回6点）を算定させていただ
きます。

《一般名処方加算》

当院では、後発医療薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを
実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとに
した一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、有効成分が同じ複数のお薬
が選択でき、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

《厚生局届出指定医療機関》

○保険医療機関

○特定医療費（指定難病）指定難病医療機関



《厚生局届出施設基準》

○時間外対応加算1

○外来感染対策向上加算

○医療DX推進体制整備加算

○情報通信機器を用いた診療

《保険外併用療養費》

令和6年度診療報酬改定により、2024年10月から患者様希望による先発医薬品は、『特別料金』（
選定療養費）が設定されます。

※特別料金（選定療養費）について

要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者様が自己
負担する仕組みが、2024年10月よりスタートしております。

○予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。

○医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。

○患者様のご事情で先発医薬品をご希望される場合はご相談ください。

○薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤される場合は対象外です。

○選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品（最高価格帯）の差額のうち、4分の1相当で
す

※点数計算の端数処理で誤差が発生します。

○選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。

○公費負担等の自己負担のない患者様にも選定療養費は発生します。

《外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）》について

当院は、厚生労働省の定める「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）」の届出を行っております
。

本評価料は、医療従事者の処遇改善（賃金の引上げ）を目的としたものであり、当院では以下の
通り適切に運用しております。

算定項目

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）



賃金改善の実施について

当院では、本評価料の算定により得られる収益を、看護師、医療技術者、事務職員などの対象と
なる職員の賃金改善（ベースアップ等）に全額充当しております。


